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緑の分権改革の推進について
門山 泰明

総務省  地域力創造審議官  

1）「緑の分権改革」とは
○ 「緑の分権改革」とは、それぞれの地域が、森・里・海とそれにはぐくまれるきれいな水など
の豊かな資源とそれにより生み出される食料やエネルギー、あるいは歴史文化資産の価値等の
地域資源を最大限に活用し、域内循環を進めることにより、地域の自給力と創富力を高める取
組。これにより、地域発展モデルを「地域から人材、資金、資源などが流出する中央集権型」
から「分散自立・地産地消型」に転換することを目指す。

○ 東日本大震災及び原子力災害の発生後、地域の自然環境により生み出される風力、太陽光など
の再生可能エネルギーの活用に対する関心が高まっているが、これを真に自立的な地域づくり
につなげていくための仕掛けづくりが重要である。

○ このような観点から、住民参画やエネルギーの地産地消の促進などにより、地域の自給力と創
富力を高めていく「緑の分権改革」の取組は極めて重要な意義を有する。

2）緑の分権改革の位置付け
○ 「緑の分権改革」の考え方は、以下のとおり政府の基本的な方針として位置付けられている。
• 「東日本大震災からの復興の基本方針」（平成 23年 7月 29日東日本大震災復興対策本部）
• 「新成長戦略」（平成 22年 6月 18日閣議決定）
• 「日本再生の基本戦略」（平成 23年 12月 24日閣議決定）
• 「地域主権戦略大綱」（平成 22年 6月 22日閣議決定）

3）緑の分権改革の推進
○ 平成 21～ 23年度の取組
• 平成 21～ 23年度までは以下のとおり段階を踏みつつ事業を実施してきたところ。
① 平成 21年度は、改革推進に向けた基礎的条件整備のため、再生可能エネルギー資源の賦
存量の調査を実施（平成 21年度第 2次補正事業：32.8億円）

② 平成 22年度は、事業化可能性等のソフト面の調査を実施（平成 22年度事業：1.0億円）
③ 平成 23年度は、21～ 22年度の調査結果を踏まえた改革のモデルとなる取組についての
実証的な調査（平成 23年度事業：5.8億円）及び被災地復興に向けた実証調査を実施（平
成 23年度第 3次補正事業：3.0億円）

○ 平成 24年度以降の取組
• 平成 24年度以降は、条件不利地域における実証調査を行うほか、平成 23年度までの調査
の成果等を踏まえて取りまとめる実証的で使いやすい改革モデルの全国的な展開を図るた
め、アドバイザーの派遣やプラットフォームの構築等総合的な支援を行い、緑の分権改革の
一層の推進を図る。（平成 24年度当初予算：2.8億円）

Ⅰ 本シンポジウムの視点（1緑の分権改革の推進について）
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地域に根ざした脱温暖化R&D領域から
― シンポジウムのねらい ―

堀尾 正靱
JST-RISTEX 研究開発領域「地域に根ざした脱温暖化・環境共生社会」領域総括

龍谷大学教授・東京農工大学名誉教授

1．背景

いま、私たちは、環境・エネルギーに関する激動の時代の中を生きています。2008年に発足

した本研究開発（R&D）領域でも、すでにその発足時点において、研究プログラム期間の 5年

間に予想以上の激動が続くことを予感していました。研究開発プログラムの陳腐化を避けるため、

その設計においては、環境問題を本質的な深さと広さでとらえることとし、問題を ｢石油漬けの

近代化 ｣と「大量生産・大量消費の急展開がもたらした多様な中長期の課題群」として再定義し

ました。この延長線上で、環境問題にかかわる研究開発プロジェクトを、過疎化による地域社会

崩壊、地球規模の環境危機、生物多様性の危機、地球規模の食糧危機、エネルギー危機、世界同

時金融危機等と連動した課題として組み立てることを提案し、①多様な環境課題の統合的扱い、

②気持ちだけの不徹底な温暖化・環境対策からの訣別、③技術偏重型の温暖化・環境対策の限界

の克服、④現場主義のアクションリサーチによる細分化された科学技術の再連携、等につながる

研究開発の推進を呼び掛けてきました。私たちの研究開発は、いま、厳粛な現実の展開の中でそ

の真価が問われようとしています。

実際、本研究開発プログラムが開始されるや、G8洞爺湖サミットに向けた福田内閣の温室効

果ガス 60-80%削減の「低炭素社会づくり行動計画」1）の発表（2008年 7月）、リーマンショッ

ク（同年 9月）、オバマ政権の誕生（同年 11月）、政権交代（2009年 9月）、菅内閣の発足（2010

年 6月）と政権党の参院選大敗（同年 7月）、「バイオマス利活用に関する政策評価書」（総務省）

の発表（2011年 2月）と、劇的な展開を続けてきました。しかし、同年 3月 11日国内観測史上

最大の東日本大震災が発生し、500 kmにわたる断層による、近代日本にとってはじめての規模

の大震災が人々を襲いました。さらに、長野地震・静岡県東部地震等の連続的発生、原発爆発事

故（12日 1号機、14日 3号機（爆発煙は単なる水素爆発の数倍の高さに到達）、15日 2号機（事

前に水素爆発対策の穴が空けられていたため、建物の外見には大きな変化はないが圧力抑制プー

ルが爆発破損し核燃料の混じった大量の冷却水漏れを引き起こしている）および 4号機（3号機

の水素が 4号機へ漏れて爆発が発生したと推定））（註：当事故についてのここでの記述は主に

Wikipedia「福島第一原子力発電所事故」の記述に基づく）、 菅首相の要請による浜岡原発の停

止（「中長期的地震対策が完成するまで」の間）（2011年 5月）、1974年以来 37年ぶりに電気事

業法に基づく電力使用制限令を発令（同年 7月）、野田内閣発足（同年 9月）、台風 12号で紀伊

半島に大規模な土砂災害（同年 9月）、美浜原発手動停止および玄海原発冷却水漏れ事故（同年

12月）などと続いたことは周知のとおりです。さらに昨年来、原発およびこれからのエネルギー
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のあり方について重要な議論や制度設計が進んでいます。「電気事業者による再生可能エネルギー

電気の調達に関する特別措置法」成立（同年 8月；平成 23年法律第 108号）、総合資源エネルギー

調査会基本問題委員会「新しい「エネルギー基本計画」策定に向けた論点整理」2）の発表（同年

12月）、新しいエネルギー基本計画とエネルギーミックスに向けた議論の開始（2012年 2月）と

選択肢の 5案提示（同年 5月 24日）�）、再生可能エネルギー固定価格買取制度実施（同年 7月から）

のための買い取り価格（税込み）の委員長案 �）公表（同年 4月末；経産省・調達価格等算定委）

などです。また、このような展開の中で、ソフトバンク孫正義社長と 19自治体との「自然エネ

ルギー協議会」が昨 2011年 7月上旬に設立されています。

しかし、状況は楽観できるものばかりではありません。

第一に、福島第一原発自体の問題が挙げられます。「福島第一原子力発電所の不測事態シナリ

オの素描」（近藤原子力委員長メモ）�）が公開されています（2011年 3月）。そこでは、スライ

ド 15「線量評価結果について」に、＜水素爆発が発生したとしても半径 20 km圏内という避難

区域を変える必要はないが、4号機の使用済み燃料プールの燃料損傷が発生し、そこから複数の

号機の使用済み燃料プールでコアコンクリート相互作用（溶融燃料とコンクリートの相互作用）

が発生した場合、170 km以遠から 250 km圏の東京都を含む首都圏にも強制移転および避難を求

めることが必要になる＞という主旨の記載があります。4号機については 2012年 5月 26日報道

陣への公開が行われました。私たちは、決して安心はせず、収拾工事の推移を注意深く見守るべ

き状況だと考えられます。

第二に、前記の再エネ特別措置法の具体化に十分な注意が必要となっています。まず、固定価

格買い取り制度についての最終案は、関係業界や団体の意向をほぼそのまま反映させたものと

なっており �）、見直しが行われるまでの短期間内にも、収益性への期待感が過熱気味となってい

るようです。再生可能エネルギーは地方・地域に分散的に存在しており、ただでさえ財政がひっ

迫している現在、乱開発や各種波及効果により取り返しのつかない損失が生まれないよう十分な

注意を払う必要があります。

また、買い取り経費が上乗せされることになる電力価格については、収益事業として行われる

大規模な事業からの買い取りの経費をどのように分配するかの規定はなく、一般家庭に大きな負

担をかけて事業者の利益を保証することになる可能性があります。事実、東京電力の利益の 91%

が家庭からのものであったと 2012年 5月 23日の各紙が報じたように、これまでの価格構造自

体がいびつであったことが、総合資源エネルギー調査会総合部会　電気料金審査専門委員会（第

2回）の資料 7）から明らかになっています。そもそも、固定価格買い取り制度は、地球温暖化

対策のための自然エネルギーへのシフトを、国の枠組みによる強制力を以て、電力利用者の負担

で推進するものであり、単なる商行為のルールの中だけで行うものではありません。したがって、

その詳細設計には、地方振興や地域主権の形成など、他の国家的施策との統合性を持たせるべき

だと考えます。

最後に、本法律では「再生可能エネルギー」を「電力」に限っているため、太陽熱やバイオマ

ス熱利用の重要性を別途喚起していく必要があります。
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2．シンポジウムテーマの設定

本領域では、これまで、脱温暖化への総合的な戦略を、地域に根ざした視点から検討し、再生

可能エネルギーの利用を地域再生と結び付けていく政策および適正技術についての研究開発を進

めるため、毎年一回の定例シンポジウムを開催し、各プロジェクトメンバーの認識の共有と、市

民や産官学の関係者への情報発信・コミュニケーションに努めてまいりました。昨年は東日本大

震災を受け、5月 16日「未曾有の大震災からの本格的復興とは－地域に根ざした脱温暖化の復

興戦略を設計する－」と題して、亀山 紘 石巻市長のビデオ出演、大西 隆 復興構想会議委員のご

講演や、被災地市民のご参加を得て開催し �）、震災後の現実に即した問題認識の共有に努め、研

究開発の活動に反映させました。

7月をめどとして国民生活に重要な中期的影響を持つ決定がなされようとしている今年度のは

じめの 4月 16日、領域アドバイザーによる会議で、「地域に根ざした」研究開発の立場から上記

の全国的な動きに対応していくため、「地域からエネルギーの未来を創る緊急シンポジウム―自

然エネルギーは地域のもの」として、昨年に引き続き、緊急の定例シンポジウム（！）を開くこ

とが決まりました。

大規模な拠点に集中して変換したうえで分配するという集中型のエネルギーに基づく社会構造

は、この半世紀以上にわたり、都市の過密化を招く一方、地方には過疎化と経済の疲弊をもたら

す重要な一因となっています。同時に、地方が、自ら電気事業等を進めた明治大正期とは対照的

に、エネルギーに関することは国や電力会社の仕事だという気風が蔓延していくことにもなりま

した。再生可能エネルギーの利用とライフスタイルの転換による省エネルギーの地域に根ざした

推進を加速するために、また、前述した乱開発等に注意を払うためにも、いまこそ地域からの取

り組みを強化する必要があります。そのような努力を現実化して初めて、再生可能エネルギーの

量的な導入も可能となり、国家的なエネルギー構造のシフトも可能になると考えられます。

そこで、本シンポジウムでは、この問題を中心として、地域の自発性・主体性を期待する立場

から、あえて「自然エネルギーは地域のもの」という表現を採用しました。ご参加の皆さまには、

基本理念から現場の報告まで、これからの国民的議論の方向付けとなる議論をしていただきたい

と考えます。

3. シンポジウムのねらい

昨今、化石燃料等輸入のためのわが国の対外エネルギー支払いはおよそ 25兆円に達していま

すが、地方経済も同様に、化石エネルギーや電力の購入に多額の支出を行ってきました。省エネ

と自然エネルギーによる温暖化対策や、化石系エネルギーからの可能な範囲での脱却は、決して

理想論や倫理的な主張に偏したものではなく、地域の生活や経済に新たな便宜や持久力を提供す

る現実的なものです。本シンポジウムでは、現実的な立場に立ち、地域の自然エネルギーを最大

限利活用し、さらに省エネを進めるという、自然エネルギー需給構造の大幅改革についての方向

性を議論します。同時に、自然エネルギーの利用を急ぐあまり、国土、森林、生態系、景観、居

住環境あるいは市民の権利を損なうことにならないよう、どのような注意を払う必要があるのか
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を考えます。なかでも、分散型の自然エネルギー源に関して地域が自覚を高め、その持続的な利

用に取り組むとともに、地域の権利を適正に主張していくことの重要性とそのためのアプローチ

を明らかにします。さらに、多分野にわたる課題に総合的な企画力を発揮する人材の育成が重要

であることを確認します。これらについては、本 R&D領域各プロジェクトのポスターによるご

紹介も行います。

シンポジウムの閉幕に当たっては、上記のような認識に基づいて、地域に根ざした自然エネル

ギーの適正な利活用の促進に向け、以下の四点を提言したいと考えます。

（1） 地域が、地域にある自然エネルギー資源の価値に気づき、その持続的な利用と公平な運用

による地域の創富力向上に取り組むこと。

（2） 地域が、（1）を具体化するための各種の政策的枠組みの整備に取り組むこと。

（3） 関係する専門家、企業、報道機関、NPO及びエネルギーの需要家等が、（1）、（2）を尊重

して自然エネルギーの適正な利用促進に取り組むこと。

（4） 私たち皆が、上記（1）～（3）の推進に必要とされる総合的な企画力のある人材の育成に地

域内外で取り組むこと。

資料参照先

　本項に追加する資料を巻末に ｢堀尾提出資料 ｣として掲載していますのでご覧ください。

　その他は下記のとおりです：

1）行動計画：http://www.env.go.jp/press/�le_view.php?serial=11912&hou_id=10025

2）論点整理：http://www.enecho.meti.go.jp/info/committee/kihonmondai/6th/6-1.pdf

3）選択肢：http://goo.gl/M50cw

4）買取価格案：http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/pdf/006_07_00.pdf

5）近藤メモ：http://www.asahi-net.or.jp/~pn8r-�sk/saiakusinario.pdf

6）買取価格ヒアリング：

       http://www.meti.go.jp/committee/chotatsu_kakaku/004_haifu.html

7）部門別収支：

       http://www.meti.go.jp/committee/sougouenergy/sougou/denkiryokin/pdf/002_04_01.pdf 

8）2011年度領域シンポ資料集：

       http://www.ristex.jp/env/03wisdom/katsudou/20110516.html
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